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第４号議案 

 

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請について 

 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会規約第３条第５号の規定により自家用有償

旅客運送の更新登録の申請について、議決を求める。 

 

 

 

 

令和７年８月１９日提出      

 

香芝市地域公共交通活性化協議会  

会長  堀 本 武 史       
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第４号議案説明書 

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請について 

 

 自家用有償旅客運送の更新登録の申請について、奈良運輸支局への更新登録

申請の要件として、協議会の議決が求められることから、香芝市地域公共交通

活性化協議会規約第３条第５号の規定により、承認を求めるものである。 
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 自家用有償旅客運送に関する以下の内容について、一般旅客自動車運送事業

者によることが困難であり、かつ、地域住民等の旅客輸送を確保するために必

要であることから、自家用有償旅客運送の更新登録の申請を行うものである。 

 

 

１ 自家用有償旅客運送の種別 

交通空白地有償運送 

 

２ 地域公共交通会議等の名称及び対象市町村 

 ⑴ 名   称 香芝市地域公共交通活性化協議会 

 ⑵ 対象市町村 奈良県香芝市 

 

３ 運送主体の名称、住所及び代表者の氏名 

⑴ 名    称 奈良県香芝市 

⑵ 住    所 奈良県香芝市本町１３９７番地 

⑶ 代表者の氏名 市長 三橋 和史 

 

４ 協議の内容 

⑴ 路線又は運送の区域 

 別表のとおり 

 

⑵ 旅客から収受する対価 

中学生以上：１００円、小学生：５０円、小学生未満：無料 

 

⑶ 運送しようとする旅客の範囲 

  香芝市に在住する住民及びその親族又は観光旅客その他の香芝市を来訪す

る者 

 

 



 

 

 

 

別表    

起点 主たる経過地 終点 キロ程 

スポーツ公園 白鳳台一丁目 香芝インター ＪＲ志都美駅 高 香芝市役所 ８．７ｋｍ 

香芝市役所 近鉄二上駅南 高山台 旭ケ丘中央 香芝市役所 １３．８ｋｍ 

総合福祉センター 
近鉄下田駅 ＪＲ香芝駅 すみれ野 別所東 

香芝高校 下田東 
総合福祉センター １１．５５ｋｍ 

総合福祉センター 
ＪＲ香芝駅 近鉄下田駅 磯壁四丁目 鎌田 

ＪＲ五位堂駅 良福寺 
総合福祉センター １２．２５ｋｍ 

近鉄関屋駅 
青葉台Ｆ公園前 あしびハイツ 近鉄二上駅北 

逢坂 
香芝市役所 ９．３５ｋｍ 

祇園荘 近鉄関屋駅 田尻 イオンビッグ香芝 香芝市役所 １０．６５ｋｍ 
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